
令和４年度第１回 市川市福祉有償運送運営協議会 
 

 

日 時：令和４年７月 26 日（火） 

                             午後４時～午後５時（予定） 

場 所：市川市役所第１庁舎第２委員会室 

※Web 会議システムを利用した 

オンライン会議により開催 

       

 

会 議 次 第  

 

１ 開 会 

 

２ 議題 

（１）団体から提出された移送サービス状況について 

   （令和３年 10 月～令和４年３月） 

  （２）福祉有償運送の更新登録の申請について 

       ①社会福祉法人 市川レンコンの会 レッツ・レンコン 

       ②一般社団法人 ロッタリンクス 

  （３）その他 

 

３ 閉 会 

 

≪配布資料≫ 

・会議次第 

・資料１     移送サービスの状況（令和３年 10 月～令和４年３月） 

・資料２－①－１ 申請団体要件確認票 

（社会福祉法人 市川レンコンの会 レッツ・レンコン） 

・資料２－①－２ 団体情報 

  （社会福祉法人 市川レンコンの会 レッツ・レンコン） 

・資料２－②－１ 申請団体要件確認票 

（一般社団法人 ロッタリンクス） 

  ・資料２－②－２ 団体情報 

（一般社団法人 ロッタリンクス） 

  ・資料３     道路運送法施行規則の一部を改正する省令案等について 



今期実績 前期比 今期実績 前期比 今期実績 前期比 今期実績 前期比 今期実績 前期比 今期実績 前期比 今期実績 前期比 今期実績 前期比

４３８人 ±０ １５人 ±0 １８５人 ＋8 １００人 ±０ ６９人 ±0 ２１人 +２ １５１人 ±０ ５人 ±０

イ、身体障害者 ０人 ±０ １０人 ±０ ３８人 -2 ２人 ±０ ７人 ±０ ３人 －１ １人 ±０ ０人 ±０

ロ、精神障害者 ０人 ±０ １人 ±０ ９人 ＋3 ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ８人 ±０ ２人 ±０

ハ、知的障害者 ４３８人 ±０ ４人 ±０ ２４人 ＋1 ９８人 ±０ ６２人 ±０ ０人 ±０ １４２人 ±０ ３人 ±０

ニ、要介護者 ０人 ±０ ０人 ±０ ８２人 ＋3 ０人 ±０ ０人 ±０ ６人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０

ホ、要支援者 ０人 ±０ ０人 ±０ ２９人 ＋2 ０人 ±０ ０人 ±０ １０人 +２ ０人 ±０ ０人 ±０

ヘ、基本チェックリスト該当者 ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０

ト、その他障がい ０人 ±０ ０人 ±０ ３人 ＋1 ０人 ±０ ０人 ±０ ２人 +１ ０人 ±０ ０人 ±０

１４人 +９ １１人 +１ ７０人 -11 ３３人 +６ ３８人 -2 １３人 +３ ７１人 +6 ４人 +1

イ、身体障害者 ０人 ±０ ９人 +１ １７人 -4 １人 -１ ３人 -１ ３人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０

ロ、精神障害者 ０人 ±０ １人 ±０ ８人 +４ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ３人 -１ ２人 ±０

ハ、知的障害者 １４人 +９ １人 ±０ ６人 -３ ３２人 +７ ３５人 -１ ０人 ±０ ６８人 +７ ２人 +１

ニ、要介護者 ０人 ±０ ０人 ±０ ２５人 -８ ０人 ±０ ０人 ±０ ３人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０

ホ、要支援者 ０人 ±０ ０人 ±０ １３人 -１ ０人 ±０ ０人 ±０ ６人 +２ ０人 ±０ ０人 ±０

ヘ、基本チェックリスト該当者 ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０

ト、その他障がい ０人 ±０ ０人 ±０ １人 +１ ０人 ±０ ０人 ±０ １人 +１ ０人 ±０ ０人 ±０

６２件 ＋27 ６１件 ＋１１ 1,055件 -114 ６８９件 +53 ４７７件 +31 １３５件 +65 ４１８件 -５件 １６件 +８

１０（件/月） +5（件／月） １０（件/月） +２（件／月） 176（件/月） -19（件／月） 115（件/月） +9（件／月） ８０（件/月） +5(件/月) ２３（件/月） +11（件／月） 70（件／月） -１（件／月） ３（件/月） +１（件／月）

令和３年10月

令和３年11月

令和３年12月

令和４年１月

令和４年２月

令和４年３月

４人 ±０ ４人 ±0 ２２人 ±０ １４人 ±０ ７人 -１ １人 ±0 １３人 ±０ ８人 ±０

第一種運転免許 ４人 ±０ ４人 ±０ ２０人 ±０ １４人 ±０ ７人 -１ １人 ±０ １３人 ±０ ８人 ±０

第二種運転免許 ０人 ±０ ０人 ±０ ２人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０ ０人 ±０

４台 ±０ ３台 ±0 ２１台 ±0 ４台 ±０ ４台 ±0 １台 ±0 ４台 ±０ ２台 ±０

福祉車両（団体所有） １台 ±０ ３台 ±０ ２台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０

福祉車両（個人持ち込み） ０台 ±０ ０台 ±０ １台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０

セダン等（団体所有） ３台 ±０ ０台 ±０ １台 ±０ ４台 ±０ ４台 ±０ ０台 ±０ ４台 ±０ ２台 ±０

セダン等（個人持ち込み） ０台 ±０ ０台 ±０ １７台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０ １台 ±０ ０台 ±０ ０台 ±０

０回 ±0 ０回 ±0 ２回 -16 １回 -３ ０回 ±０ 2回 -１ 2回 -6 1回 -１

今期 令和３年１０月～令和４年３月
前期 令和３年４月～令和３年９月

７．特記事項

1．.２．３は対前期と同程度であ
るが、コロナウイルス感染対策の
影響により通常時より利用が減っ
ている。

２．利用会員状況
（令和４年３月末時点）

社会福祉法人一路会
地域生活支援センターCan

社会福祉法人生活クラブ
生活クラブ風の村

介護ステーション市川

　　移送サービス状況報告書(令和３年10月～令和４年３月)　　

特定非営利活動法人
郷の会　オリーブの家

特定非営利活動法人
ココＣＯＬＯＲねっと

社会福祉法人いちばん星
ミルキーウェイ

一般社団法人
ロッタリンクス

１．登録会員状況
（令和４年３月末時点）

特定非営利活動法人
生きがいと助けあい

ＳＳＵ市川

社会福祉法人市川レンコンの会
レッツ・レンコン

３．運行件数
（令和４年３月末時点）

８件 １７件 １９８件 １１７件 ２２件 ７１件 ２件

１４件 １３件 ２０６件 １１９件 ７４件 ３６件 ６８件

７４件

３件

１１件 １０件 ２１６件 １２６件 ７０件 １９件 ７８件 ３件

６３件 ３件

１３件 ６５件 ３件

８件 ５件 １３７件 １０３件 ６２件 ２２件

１３件 ８件 １３０件 １０８件 ９１件

４．運転者の状況
（令和４年３月末時点）

５．車両状況
（令和４年３月末時点）

６．ワクチン接種のための
移動を目的とした利用件数

７３件 ２件８件 ８件 １６８件 １１６件 １０６件 ２３件















道路運送法施行規則の一部を改正する省令案等について 

令 和 ４ 年 ６ 月 

国土交通省自動車局 

Ⅰ．背景 

道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号。以下「道交法」という。）第 74 の３第１項及び道路交通法施行規

則（昭和 35 年総理府令第 60 号。以下「道交法施行規則」という。）第９条の８第１項に基づき、乗車定員

11 人以上の自動車１台以上又はその他の自動車５台以上を使用する者については、自動車の使用の本拠ご

とに安全運転管理者の選任が義務付けられている。一方、道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号。以下「法」

という。）第 79 条の規定による国土交通大臣の登録を受けた者（以下「自家用有償旅客運送者」という。）

については、法第 79 条の９第１項及び道路運送法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 75 号）第 51 条の 17 第

１項に基づき、使用する自動車の台数を問わず運行管理の責任者の選任が義務付けられている。そのため、

乗車定員 11 人以上の自動車１両以上又は乗車定員 10 人以下の自動車５両以上の運行を管理する自家用有

償旅客運送者の事務所においては、道交法に基づく安全運転管理者及び法に基づく運行管理の責任者の双方

の選任が必要となっている。 

そこで、今般、道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第 32 号。以下「改正道交法」という。）

による改正後の道交法において、従来、安全運転管理者が行っていた業務と同等の業務を運行管理の責任

者が行うことを前提に、自家用有償旅客運送者は安全運転管理者の選任義務の対象となる事業者から除外

されることとなった。 

また、安全運転管理者の担ってきた役割（道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和３年内

閣府令第 68 号。以下「改正道交法施行規則」という。）により新たに義務付けられることとなる運転者に対

する運転前後のアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認を含む。）は、自家用有償旅客運送に

おける輸送の安全及び旅客の利便の確保の観点から引き続き重要であることから、安全運転管理者が選任

されている場合と同等の輸送の安全及び旅客の利便の確保が可能となるよう、道路運送法施行規則につい

て所要の改正を行うとともに、所要の告示を定める。 

Ⅱ．改正の概要 

（１）道路運送法施行規則を以下のとおり改正する。

① 自家用有償旅客運送者は、乗車定員 11 人以上の自動車１両以上又は乗車定員 10 人以下の自動車５

両以上の運行を管理する事務所（以下「特定事務所」という。）の運行管理の責任者に、運行管理

に関する講習を定期的に受けさせなければならないこととする。

② 自家用有償旅客運送者及び特定事務所の運行管理の責任者は、特定事務所においては、安全運転管

理者が担ってきた以下の各業務に相当する業務を行わなければならないこととする。

(ア) 運行計画の作成（道交法施行規則第９条の 10 第２号）

(イ) 長距離運転又は夜間運転の場合の交替運転者の配置（同条第３号）

(ウ) 異常気象時等の安全確保の措置（同条第４号）

(エ) 運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認及びその記録（同条第６号及び第７号）

③ 自家用有償旅客運送者及び特定事務所の運行管理の責任者は、特定事務所においては、アルコール

検知器を常時有効に保持するとともに、運転者に対する酒気帯びの有無の確認の際にアルコール検



    

 

知器を使用しなければならないこととする。 

（２）以下を内容とする告示を定める。 

① 特定事務所の運行管理の責任者に受けさせなければならない講習は、旅客自動車運送事業運輸規則第

47 条の９第３項、第 48 条の４第１項、第 48 条の５第１項及び第 48 条の 12 第２項の運行の管理に関

する講習の種類等を定める告示（平成 24 年国土交通省告示第 454 号）第２条第２号で定める一般講

習とする。 

② 自家用有償旅客運送者は、特定事務所の運行管理の責任者に、当該運行管理の責任者が選任された日

の属する年度の翌々年度以後二年ごとに、前記①の講習を受けさせなければならないこととする。 

（３）以下を内容とする告示を定める。 

・自家用有償旅客運送者が特定事務所において安全な運転のための確認等において用いるアルコール検

知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機

能を有する機器とする。 

 

Ⅲ．今後のスケジュール（予定） 

公 布：令和４年８月上旬 

施 行：改正道交法の施行の日（（１）①②、（２）関係） 

改正道交法の施行の日又は改正道交法施行規則の施行の日のいずれか遅い日（（１）③、（３）

関係） 
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